
 

 

 

 

中川運河における事業概要について 

（令和８年度版） 

 

 

 

①  護岸の改良について 

②  中川運河東支線の覆砂事業について 

③  プロムナード等の整備について 

④  管渠充填工事について 

⑤  排水管現況調査について 

⑥  建物の取壊しについて 

 

 

 

 

名古屋港管理組合 



 

 

 

 

 



 

①  護岸の改良について 

 

【目的】 

昭和 7 年に全線開通した中川運河は、全長約 8.2km あり、両岸護岸の総延長は 16.5km

を超える。運河開削当時の石積み護岸が現在も残っていることから、適切に老朽化対策を

行う。 

 

【今年度の取り組み】 

<北幹線、北支線> 

・老朽化した護岸の改良工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後のスケジュール】 

・今後も、護岸の老朽化状況や沿岸用地の土地利用状況を踏まえ、改良・補修工事を進め

ていく。 

前出し護岸による護岸改良 

東支線 

護岸改良 

護岸改良 

施工済 

今年度施工予定 

来年度以降施工予定 



 

② 中川運河東支線の覆砂事業について 

【目的】 

中川運河東支線の貧酸素化、悪臭の発生を抑制し、水質改善を図ります。 

 

【概要・今年度の取り組み】 

〇概要 

中川運河東支線と松重船だまりの底泥を一部除去し、覆砂を行います。(令和 3～9 年度予定) 

 

 

 

 

 

 

 

〇今年度の取り組み 

ダイオキシン類の対策を兼ねた覆砂工事を行います。 

工事期間中は、対策泥の拡散防止のため、汚濁防止膜で施工区域を囲い、松重ポンプ所は

運転を停止します。（令和８年 1２月～令和９年５月予定） 

 

（覆砂工事イメージ） 

 

 

 

令和５年度 
令和６年度 

令和３～4 年度 

令和８～9 年度 

A- A’断面 

護岸 

② 対策泥移動 
① 底泥の浚渫除去 

③ 覆砂 

旧松重ポンプ所 

：ダイオキシン類対策範囲 

A
’ 
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15m 

11m 

深さ約 40cm 

：覆砂施工範囲 



 

③ プロムナード等の整備について 

 

【目的】 

中川運河にぎわいゾーンにおいて、回遊性を高め、憩いとにぎわいのある空間の形成を

図るため、プロムナード及び視点場の整備を進める。 

 

【概要・今年度の取り組み】 

 ○プロムナード整備 

 ・前出し護岸の上部にプロムナード整備（約 440ｍ）を行っている。 

 ・北支線堀止緑地～広見憩いの杜間において、約 85m 整備を進める。 

  

【今後の予定】 

〇プロムナード整備 

 北支線 堀止緑地～広見憩いの杜間において、引き続き整備を進めていく。 

 

〇視点場整備 

東支線の未利用地において整備を進めていく。 

 

施工箇所図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

バーミキュラビレッジ間 

プロムナード 

（約 250m、整備済み） 

プロムナード 

（階段・スロープ、整備済み） 

プロムナード 

東支線 

北幹線 

北支線 

令和 8 年度施工 

プロムナード整備（階段・スロープ） 

視点場（整備済み） 

視点場 

令和 8 年度施工 

プロムナード整備（約 85m） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準断面図 

凡 例 

プロムナード
整備箇所 

既設 

堀止緑地～広見憩いの杜間プロムナード 

 

(高さ 1.8m) 

(高さ 1.1m)

・治安対策として、夜間は閉鎖します。 （開放時間（予定）︓午前 9 時から午後 5 時） 

・沿岸用地とプロムナードとの境界には侵入防止対策として、フェンスを設置します。 

・椅子は浮浪者対策として、一人掛け用を設置します。 

・照明は、沿岸用地側に配慮した構造のものを設置します。 

堀止緑地 

運河橋 

猿子橋 

扉 

広⾒憩いの杜 

扉 

出入口 
（扉付） 

 

舗装 転落防止柵 

  

椅子 境界フェンス 

 
 

照明 階段・スロープ 

  

施設イメージ 



 

④ 管渠充填工事について 

 

【目的】 

中川運河堀止地区から松重ポンプ所へ至る管渠の使用停止に伴い、安全を確保するため、

管渠充填工事を行う。 

 

【概要・今年度の取り組み】 

・運河通、西日置町、柳堀町付近に埋設されている管渠約 1100m の内部を充填する。 

〇今年度の取り組み 

・中川運河沿い ：約 260m（令和 8 年 9 月～令和 8 年 10 月） 

 

施工箇所図                工事概要 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事期間中、地域の皆様方には工事箇所の通行止めに伴う迂回や、騒音等、ご不便・

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

北 

令和５年度施工済み 

（約 530m） 

令和元年度施工済み 

(約 160m) 

令和７年度施工済み 

（約 150m） 

②流動化処理土の充填 
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鉄蓋設置　φ300(T-25)

再利用撤去

コンクリート桝設置　300×300

基礎砕石（RC-40）

セメントグラウト

W/C＝100～120%

穿孔径φ86

L=2400

φ165mmボーリング孔

L=2050

VPφ100

L=2200

①充填孔の設置 

令和８年度施工 

中川運河沿い 

（約 260m） 



 

⑤  排水管現況調査について 

 

【目的】 

旧松重ポンプ所から堀川への排水管（4 号・5 号排水管）の現況を確認する。 

 

【今年度の取り組み】 

・現在の老朽化状況を把握するため、管内の現況調査を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧松重ポンプ所 

新松重ポンプ所 

旧松重ポンプ所 

4 号・5 号排水管 

中川運河 

堀川 

旧松重ポンプ所 



 

⑥ 建物の取壊しについて 

 

【目的】 

  今後の土地利用と近隣への安全配慮のため、当該建物の取壊しを行う 

 

【施工箇所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物取壊し 

工事中は騒音・振動の発生、工事車両出入や資機材搬出入等により 

ご迷惑をお掛けしますがご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。 

なお、詳細につきましては工事契約後に改めてご説明いたします。 

取壊建物 


